
 

 

 計量器の種類および手数料額等一覧表 

計量器の種類 能力  
金額 

(※５割加算/５割加算×２） 

電気式はかり 

電気抵抗線式はかり・誘電式はかり・電磁式はか

り・光電式はかり等 

 

100kg以下 
1,400円 

(※2,100円 / 2,800円) 

250kg以下 
1,800円 

(※2,700円) 

500kg以下 2,200円 

1t以下 3,100円 

棒はかり・直線目盛ばね式指示はかり 

           

１個 250円 

機械式はかり 

手動天びん・等比皿手動はかり・不等比皿手動はか

り・台手動はかり・ばね式指示はかり・手動指示併

用はかり等 

 

100kg以下 500円 

250kg以下 900円 

500kg以下 1,500円 

1t以下 2,100円 

分銅・おもり 分銅・定量おもり・定量増おもり １個 10円 

大型（1t超）はかり 

トラックスケール等 

 

能力  金額 能力  金額 

2t以下  3,700円 30t以下 19,100円 

5t以下 6,900円 40t以下 21,600円 

10t以下 10,700円 50t以下 29,800円 

20t以下 15,000円 50t超 51,200円 

高精度（目量／表す量が１／１００００未満）のはかりは、５割加算  

複目量（レンジ切り替え）のはかりは、レンジが１増すごとに５割加算  



 

福島市手数料条例（抜粋） 
昭和 49年 3月 29日 条例第 9号 

（趣旨） 

第1条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条の規定に基づき徴収する手

数料に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（手数料の種類及び金額） 

第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1のとおりとする。 
 

別表第1（第2条関係）2計量法関係 ※抜粋 
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